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平成２４年第５回鞍手町議会定例会議事日程 

９月１９日 午後１時開議 

第４号 

日程第１ 議案第63号 鞍手町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第２ 議案第65号 平成２４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第３ 議案第66号 平成２４年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第４ 議案第60号 過疎地域自立促進計画の変更 

（総務文教委員長報告） 

日程第５ 議案第61号 鞍手町防災会議条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第６ 議案第62号 鞍手町災害対策本部条例の一部を改正する条例 

 （総務文教委員長報告） 

日程第７ 議案第64号 平成２４年度鞍手町一般会計補正予算（第４号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第８ 議案第67号 平成２４年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第９ 議案第78号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事 

（第４５工区）請負契約の締結 

（総務文教委員長報告） 

日程第10 議案第79号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事 

（第４６工区）請負契約の締結 

（総務文教委員長報告） 

日程第11 議案第80号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事 

（第１３工区）請負契約の締結 

（総務文教委員長報告） 

日程第12 閉会中の継続事件 
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平成２４年９月１９日（第４日） 

 開議  １３時００分  

○議長 川野 高實君  

 これから本日の会議を開きます。  

日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

日程第１ 議案第６３号から日程第３ 議案第６６号までの３件を一括して議題とします。  

本案は民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

議案第６３号 鞍手町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例  

議案第６５号 平成２４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号  

議案第６６号 平成２４年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号  

 本委員会は、９月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 川野 高實君  

これから委員長報告に対する質疑を行います。  

議案第６３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第６５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第６６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第６３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第６５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第６６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第６３号 鞍手町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６３号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第６５号 平成２４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第２号を採

決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６５号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第６６号 平成２４年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号を採決

します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６６号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

 日程第４ 議案第６０号から日程第１１ 議案第８０号までの８件を一括して議題としま

す。 

 本案は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 原 総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

議案第６０号 過疎地域自立促進計画の変更  

議案第６１号 鞍手町防災会議条例の一部を改正する条例  

議案第６２号 鞍手町災害対策本部条例の一部を改正する条例  

議案第６４号 平成２４年度鞍手町一般会計補正予算第４号  

議案第６７号 平成２４年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算第２号  

 本委員会は９月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべき

ものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

次に、議案第７８号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第４５

工区）請負契約の締結。  
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議案第７９号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第４６工区）

請負契約の締結。  

議案第８０号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事（第１３工区）

請負契約の締結。  

 本委員会は９月１２日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案に同意すべき

ものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

議案第６０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第６１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第６２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第６４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第６７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第７８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第７９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に議案第８０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第６０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  
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次に議案第６１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第６２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第６４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第６７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第７８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第７９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に議案第８０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

議案第６０号 過疎地域自立促進計画の変更を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６０号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第６１号 鞍手町防災会議条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６１号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第６２号 鞍手町災害対策本部条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  
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挙手多数です。よって議案第６２号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第６４号 平成２４年度鞍手町一般会計補正予算第４号を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６４号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第６７号 平成２４年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算第２

号を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６７号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に議案第７８号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第４５

工区）請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７８号は委員長報告のとおり同意されました。  

次に議案第７９号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第４６

工区）請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７９号は委員長報告のとおり同意されました。  

次に議案第８０号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事（第１３

工区）請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第８０号は委員長報告のとおり同意されました。  

 次に進みます。  

日程第１２ 閉会中の継続事件を議題とします。  

 各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配

布しましたとおり閉会中の継続審査の申し出があっています。  

 これより継続審査の申し出に対する質疑をお受けします。  

 質疑はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

各委員長の申し出のとおり、継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり、継続審査することに決定し

ました。 

 これをもって本日の日程は全部終了しました。 

 これをもって平成２４年第５回定例会を閉会します。  

閉会  １３時１７分 
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